
 

 

第５６号議案 

 

福井県立図書館規則の一部改正について 

 

 別紙のとおり、福井県立図書館規則（昭和５６年福井県教育委員会規則第一号）の

一部を改正する。 

 

平成３１年３月２０日提出 

             教育長    東 村  健 治 

 

 

提 案 理 由  

 

 図書館システムの更新に伴い、住民基本台帳カードを利用するサービスを終了し、ス

マートフォン、タブレット等を利用するサービスを開始するため、所要の規定を改正

する必要があるので、この案を提出する。 

  

資料Ｎｏ．２ 
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福井県立図書館規則の一部を改正する規則について 

 

 

１ 概要 

 （１）図書館システムで住民基本台帳カード（平成２７年１２月２８日発行終了）を 

利用するプログラムの使用期限が終了したことから、図書館で住民基本台帳カ 

ードを使用したサービスを終了することに伴う改正 

（２）図書館システムで、スマートフォン、タブレット等にインターネットを通じて、 

利用カード情報を表示する機能を整備することに伴う改正 

 

 

２ 改正内容 

（１）住民基本台帳カードを利用するサービス終了に伴う改正 

・第十条から第十二条について、住民基本台帳に関する部分を削除 

・利用カード等申込書（様式第２号）から住民基本台帳の利用に関する欄等を削除 

（２）スマートフォン、タブレット等を利用するサービス開始に伴う改正 

・第十一条（利用手続）にて、スマートフォン、タブレット等での利用カード情報

の提示を追加 

 

 

３ 施行日   平成３１年４月１日 
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福
井
県
立
図
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
井
県
立
図
書
館
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

新
旧
対
照
表 

（
利
用
カ
ー
ド
） 

第
十
条 

 
 
 
 
 
 

館
外
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
元
を
確
実
に

証
明
で
き
る
も
の
を
添
え
て
、
利
用
カ
ー
ド 

申
込
書
（
様
式
第
二
号
ま

た
は
様
式
第
二
号
の
二
）
を
館
長
に
提
出
し
、
利
用
カ
ー
ド
（
様
式
第
三

号
）
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
削
る
） 

      

２ 

利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
利
用
カ
ー
ド 

申
込
書
に
よ
り
届

け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
館
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
～
４ 

略 

５ 

利
用
カ
ー
ド 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
、
他
人
に
貸
与

し
、
ま
た
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。 

６ 

利
用
カ
ー
ド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
紛
失
し
た
と

き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
館
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

改
正
案 

（
利
用
カ
ー
ド
等
） 

第
十
条 

図
書
館
資
料
の
館
外
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
元
を
確
実
に

証
明
で
き
る
も
の
を
添
え
て
、
利
用
カ
ー
ド
等
申
込
書
（
様
式
第
二
号
ま

た
は
様
式
第
二
号
の
二
）
を
館
長
に
提
出
し
、
利
用
カ
ー
ド
（
様
式
第
三

号
）
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
、
発
行
市
町
村
に
お
い
て
図
書
館
の
利
用

に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
す
る
処
理
を

受
け
た
者
が
、
利
用
カ
ー
ド
等
申
込
書
に
よ
り
館
長
に
申
し
出
た
と
き
は
、

当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
以
下
「
図
書
館
利
用
機
能
付
住
基
カ
ー
ド
」

と
い
う
。）
に
よ
り
館
外
利
用
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
利
用
カ
ー
ド
等
申
込
書
に
よ
り

届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
館
長
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
～
５ 
略 

６ 

利
用
カ
ー
ド
ま
た
は
図
書
館
利
用
機
能
付
住
基
カ
ー
ド
は
、
他
人
に
貸

与
し
、
ま
た
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。  

７ 

利
用
カ
ー
ド
ま
た
は
図
書
館
利
用
機
能
付
住
基
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
と

き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
館
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

現
行 
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（
利
用
手
続
） 

第
十
一
条 

館
外
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
カ
ー
ド
を
添
え
て
、

ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
器
に
表
示
さ
れ
る
利
用
カ
ー
ド
情
報
（
以
下
「
利

用
カ
ー
ド
情
報
」
と
い
う
。）
を
提
示
し
て
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
図
書
館

資
料
を
係
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

略 

 

（
利
用
の
停
止
ま
た
は
禁
止
） 

第
十
二
条 

館
長
は
、
前
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
利
用
カ
ー
ド
も
し
く
は

利
用
カ
ー
ド
情
報 

 
 
 
 
 

を
使
用
し
た
者
ま
た
は
館
長
の
指
示
に

従
わ
な
い
者
に
対
し
、
館
外
利
用
を
停
止
し
、
ま
た
は
禁
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

  

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
利
用
手
続
） 

第
十
一
条 

館
外
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
図
書

館
資
料
に
利
用
カ
ー
ド
ま
た
は
図
書
館
利
用
機
能
付
住
基
カ
ー
ド
を
添
え

て
、
係
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

略 

 

（
利
用
の
停
止
ま
た
は
禁
止
） 

第
十
二
条 

館
長
は
、
前
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
利
用
カ
ー
ド
も
し
く
は

図
書
館
利
用
機
能
付
住
基
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
者
ま
た
は
館
長
の
指
示
に

従
わ
な
い
者
に
対
し
、
館
外
利
用
を
停
止
し
、
ま
た
は
禁
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 
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福井県立図書館規則 様式第２号（第１０条関係）新旧対照表 

（改 正 案）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（現 行） 

 

 

 

 

 

 

 

 


